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１．危険予測運転の必要性 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

① 周囲の状況をよく見て、見えない危険を読む 

○危険を予測するためには、まず、周囲の状況をよく見て把握し、さまざまな情報をつ

かむことが必要です。 

○また、見えないけれども危険が存在している可能性があり、この危険性の存在を考慮

して走行することも大切です。 

②道路を利用する歩行者や自転車などの特性をよく知る 

○運転者は、道路を利用する歩行者や自転車など、それぞれがどのような動きをするの

かの特性を知っておくことが、危険を的確に予測し、回避することに繋がります。 

③ 気象状況に潜む危険を知る 

○気象条件により、同じ道路でも危険は異なります。運転者は、気象状況に潜む危険を

知っておくことが重要です。 

④ 先の状況に目を配る 

○走行中には、前車の動きに注意するとともに、その先の状況にも目を配ることが重要

となります。 

ポイント 

事故を起こさない運転をするためには、「危険の予測」即ち、見えない危険を読む

力をつける、気象状況や周囲の状況に目を配ることが必要であるという意識を、事故

事例の説明を通して共有し、運転者の理解を確認しましょう。 

Ⅷ . 危険の予測及び

回避並びに緊急時

における対応方法 

 本章では、道路状況が運転に与える影響を整理するとと

もに、トラックの運転に関して生じるさまざまな危険につ

いて整理しています。 

 指導においては、危険予知訓練の手法を用いて、危険の

予測及び回避の方法を根付かせるとともに、必要な技能を

習得させていくことが重要です。 

【指針第１章 2-(8)】 

 

指導のねらい 

交通事故を招いているのは、運転者の不注意や安全確認の不履行なども大きな要

因となっています。事故を起こさない運転をするためには、常に危険を予測するこ

とが重要であり、それを回避する運転をしていくことが大切であるとの意識を、運

転者に根付かせる指導を心掛けましょう。 
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２．危険予測のポイント 

     

 

 

 

 

 (1) 道路を利用する歩行者や自転車などの行動特性に応じた配慮 

 

 

 

 

 

【解 説】 

① 子ども 

○飛び出しに注意する 

学校や公園などの付近では、いつ子どもが飛び出してくるかわかりません。周囲の

状況を把握し、スピードを十分に落として走行します。道路脇で遊んでいる子どもを

見かけたときには、一時停止または徐行することを心がけましょう。他の道路を利用

すれば迂回できる場合には、子どもの通学路などはなるべく避け、やむを得なく走行

する場合には、子どもと車体の間に十分な間隔を取って運転するなど、慎重な運転を

することが事故の回避につながります。 

○子どもを発見したら、その反対側にも目配りする 

道路脇に子どもの飛び出しの兆候がない場合でも、道路の反対

側の子どもと一緒に遊ぶために飛び出してくるかもしれません。

また、道路脇に自転車や遊び道具が置かれている場合にはそれに

向かって飛び出してくる可能性もあります。子どもを発見したら、

その反対側や周囲にも目を配ることを徹底しましょう。 

② 高齢者 

○走行車両の直前直後の横断が多い 

高齢者は視力・聴力の衰えや判断力の低下により、車に気付かない、車のスピード

がつかめないことがあり、走行車両の直前・直後に横

断してくることが多いため、高齢者を見かけたら横断

してくるかもしれないと考え、あらかじめスピードを

落として走行するなど、十分に注意する必要がありま

す。 

○夜間や明け方の歩行者に気をつける 

       夜間や明け方などの時間帯に歩行者を見かけた場

合、高齢者かもしれないと考え、あらかじめスピード

を落とすなど、十分に注意する必要があります。 

ポイント 

道路には、歩行者、自転車、二輪車・原付、他の車両などが行き交っていますが、

それぞれの行動特性を理解することで、走行時に配慮ができ、事故を回避できる運転

が可能となることを、運転者は指導を通して確認し、今後の運転に生かしましょう。 

指導のねらい 

危険予測においては、道路を利用する歩行者や自転車などの行動特性、天候など

に潜む危険を把握しておく必要があることを運転者に説明し、それを踏まえた上で

常日頃からの危険予測運転の徹底を促しましょう。 

 



 

 

66 

③ 自転車利用者 

○自転車の側方を走るときには、十分な間隔をとる 

自転車が側方に走っていて、追い抜くときなどには、安全のため、自転車の動きに

注意し、十分な間隔をとって、徐行することを心がけましょう。 

○見通しの悪い場所での飛び出しに注意する 

住宅街や見通しの悪い交差点などの場所では、自転車が飛び出してくる可能性が高

いことから、スピードを落とし、注意して走行することを徹底しましょう。 

○夜間の無灯火自転車に注意する 

交通ルールを理解していない自転車利用者の中には、夜間に無灯火で走っている人

もいます。暗い道路では気付かない場合も多く、ヘッドライトの下向きの照射範囲内

（約 40ｍ）で十分に停止できる速度で走行することを意識しましょう。 

④ 二輪車・原付利用者 

○右左折時の二輪車・原付の有無の確認 

左折時に側方の死角に二輪車・原付がいないか、右折時に対向車の死角に隠れてい

ないかなど、小さな二輪車・原付を見落とさないよう、十分に注意を払うことが必要

です。 

○二輪車・原付の行動を予測する 

二輪車・原付が側方や前方にいる場合には、周辺の交通状況をよく見て、二輪車・

原付が進路変更をするのか、右左折をするのか、直進をするのかを予測し、十分な間

隔をとることが必要です。また、二輪車・原付が近くに走行している場合には、進路

変更をせず、二輪車は先に行かせ、原付には気を付けて走行することが、事故の回避

に繋がります。 

 

 (2) 悪天候・夜間の危険への配慮 

 

 

 

 

 

  【解 説】 

① 雨天時 

○スピードを落とす 

雨が降り始めたらスピードを落とし、前車との車間距離をとって慎重な運転をする

ことが必要です。高速道路で速度規制が出されたときには、必ずその速度を守る義務

があります。急ハンドルや急ブレーキはスリップの原因となることを理解しましょう。 

○無理な進路変更をしない 

視界が悪くなり、水滴などでミラーも見えにくくなることから、無理な進路変更は

せず、慎重な走行を心がけましょう。 

ポイント 
 

悪天候や夜間においては、事故発生のリスクが高まります。どのようなリスクがあ

るのかを理解することで、危険への配慮とともに、慎重な運転の心がけにより事故が

回避できることを指導しましょう。 
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② 降雪時・積雪時 

○無理な運行は避ける 

吹雪などで視界が悪いとき、さらに天候の悪化のおそれがあるときなどは、無理な

運行は避け、安全な場所に一時退避するなどして様子を見るように心がけましょう。 

○十分な車間距離を保ち、スピードを落とす 

降雪時・積雪時には、スリップした前車に追突する事故も多く見られますので、車

間距離は通常の２倍以上をとり、スピードを落として慎重に走行することが必要です。

交差点付近など、交通量の多い場所では圧雪状態となって滑りやすくなっていること

もあるため、いつも以上に注意して運転することが大切です。 

○チェーンの装着 

積雪路面となった場合、道路情報板ですべり止め規制などの表示が出たときなどに

は、早めにチェーンの装着をすることが必要です。スタッドレスタイヤは、雪道や凍

結した道路での走行性能には優れていますが、決して万能ではありません。スタッド

レスタイヤの過信は禁物であることを、運転者は認識しましょう。また、雪道への対

応の遅れは、大規模な立ち往生を発生させることにも繋がります。チェーンを装着し

ていなかった車両が登り坂を登れなかったことや、装着していても勾配が大きく登り

坂を登れなかったこと等により後続車両が滞留した事例を説明し、状況に応じた早め

のチェーン装着や勾配の大きな経路の回避等の対応が必要であることを理解させま

しょう。 
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    大雪による大規模な立ち往生 

 

《事例１》 

平成２６年２月、関東甲信地方での記録的な大雪により、 

東名高速道路において、冬用タイヤやタイヤチェーンを 

装備していなかった車両が数百台スタック（登り坂を登 

れなくなり立ち往生すること）したことで、後続の車両 

が高速道路本線上に滞留し、最長４０ｋｍの渋滞が発生。 

全ての車両を救出するまで２４時間程度かかった。 

（参考：ＮＥＸＣＯ中日本「冬の雪道ドライブガイド」 

http://www.c-nexco.co.jp/special/snow/） 

 

《事例２》 

平成３０年１月、東京都心での記録的な大雪により、首都高速道路において、複数の車両が登り坂

を登れなくなり立ち往生となった。この影響での後続車両の立ち往生により、１０ｋｍ以上の渋滞

が発生。登り坂の最大勾配は８％であり、登れなくなった車両には、チェーンを装着していた大型

トラックも含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    雪による立ち往生は勾配５％以上で多く発生 

 

冬タイヤを装着していても、縦断勾配が５％を超える登り坂区間で、立ち往生が多く発生していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省道路局作成、「冬期道路交通確保対策検討委員会」資料より） 

※写真はイメージ 



 

 

69 

 

③ 濃霧時 

○フォグランプの点灯 

対向車に自車の存在を知らせるために、ヘッドライトやフォグランプを早めに点灯

させます。ガードレールやセンターラインなどを目安に走行するとともに、他車の動

きに注意を払うことが肝心です。 

○無理な運行は避ける 

霧の発生は一時的なものであるため、無理な運行はせず、安全な場所に一時退避す

るなどして様子を見るよう運転者は心がけましょう。 

○前車のブレーキに注意 

霧が出てきたら減速し、前車のテールランプを目安に速度を落とします。前車のブ

レーキランプには特に注意し、追突事故を防ぐことが必要であることを、運転者は意

識しましょう。 

④ 強風時 

○ハンドルをしっかりと握り、スピードを落とします。特に、橋の上、トンネルの出入

口、切りとおしなどでは強風が吹きやすく、より一層の注意が必要です。 

○また、ハンドルがとられたときには、あわてずに、アクセルから足を離して減速し、

小刻みにハンドルを操作して態勢を立て直すことに努めましょう。 

⑤ 夕方・夜間 

○ヘッドライトの早めの点灯 

見えにくい時間帯に自車の存在を知らせるために、ヘッドライトは早めに点灯  

します。安全のためには、昼間においてもヘッドライトの点灯は効果的であることを、

運転者は認知しておきましょう。 

○ハイビームの有効活用 

道路運送車両法等により、ロービーム（すれ違い用前照灯）の通常約 40m 先に対

し、ハイビーム（走行用前照灯）は約 100m 先を照らすことができるものとされて

います。より広範囲を照射するハイビーム（走行用前照灯）の積極的な活用が、夕方・

夜間の道路状況の把握に有効であることを、運転者は認識しておきましょう。ただし、

他の道路利用者を眩惑させないよう、状況に応じて適切にロービーム（すれ違い用前

照灯）への切り替えを行うことも必要であることも、指導者は併せて指導しましょう。 

○夜間の一般道走行ではスピードを落とす 

  夜間は横断中の歩行者や側方の自転車、二輪車・原付を見落としがちです。夜間に

一般道を走行する場合には、スピードを落とし、急な飛び出しにも十分停止できる速

度で走行することが、夜間における安全運転には必要です。 
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３．危険予知訓練 

 

 

 

 

 

 

ポイント 
 

「危険予知訓練」は、実際に、トラック運行の交通場面では、どのような危険があ

るか、トラックの車両特性がどのような危険を及ぼすのか、どのような運転をすれば

よいのかを考える訓練です。集団教育等に活用し、運転者に危険回避方法などを指導

しましょう。 

 

指導のねらい 

「危険予知訓練」は、実際に、トラック運行の交通場面ではどのような危険があ

るか、どのような運転をすればよいのかを考える訓練です。集団教育等に活用し、

運転者に危険回避を徹底指導することが必要です。 

 

危険予知訓練のスタディケース例 

○交差点の左折 

→左折時の内輪差による二輪車・原付などの巻き込みの危険性、

左折時にはみ出しの危険性 

○センターラインのない道路の走行 

→車幅の広さによる対向車線へのはみ出しの危険性 

○信号機のある交差点の右折 

→対向車の影に隠れた二輪車・原付の見落とし、オーバーハング

による左後続車への接触の危険性 

○構内から車道への右折 

→見通しの悪さからの危険性、周辺に存在する歩行者、自転車、

二輪車・原付の見落とし 

 ○横断歩道のある交差点 

  →歩行者の急な飛び出しの危険性など 

○雨天時の高速道路走行 

→視界の悪さからの危険性、車間距離の不十分さからの追突の危

険性など 

○カーブの走行 

→スピード超過による横転の危険性など 

 ○その他 

  →トレーラの構造特有の危険性（ジャックナイフ現象、トレーラ

スイング現象、プラウアウト現象など） 
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  危険予知トレーニングシート、その解説などは、以下をご参照ください。 

■(独)自動車事故対策機構（http://www.nasva.go.jp/fusegu/kikentruck.html）

このトラックは、交差点を右折しようとしています。ここには、どんな危険が潜んでいるで

しょうか。 

    危険予知トレーニングシートの一例 その１ 

①どんな危険があるのか、発見した危険のポイントは何か。 

②どんな運転をすればよいのか、安全運転のポイントは何か。 

制限速度：60km/h 

路面状態：乾燥 

天  候：晴れ 

積載状況：４ｔ車 

運 転 者：年齢 48 歳 

運転経験：17 年 

 

資料提供：(独)自動車事故対策機構 
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【このケースの解説】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な危険要因の例 ①対向車が交差点に接近しており、このまま右折をしていくと衝突

する危険がある。 

②横断歩道の右側から自転車が渡ろうとしており、このまま右折を

していくと衝突する危険がある。 

③右折していく道路の先に駐車車両の陰に歩行者が見えるが、この

歩行者が横断してくるとはねる危険がある。 

安全運転の例 ①対向車が接近しているときは右折をせずに、対向車の通過を待

ち、安全が確認されてから右折する。 

②右折していくときは、横断歩道の状況だけでなく横断歩道の先の

状況にも注意しながら、いつでも停止できる速度で進行する。 

乗務員指導のポイ

ント 

①右折時の安全走行の基本 

・対向車があるときは無理をせず、対向車の通過を待つ。 

・横断歩道の状況を確認する。特に横断歩道の右側から渡ってく

る自転車や歩行者を見落としやすいので意識して確認をする。 

 ・右折していくときは、いつでも停止できる速度で進行する。 

②交差点内だけでなく、交差点の先の状況にも目を配るように指導

する。 

 資料提供：(独)自動車事故対策機構 

    危険予知トレーニングシートの一例 その２ 
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    メールマガジン「事業用自動車安全通信」の事故・ヒヤリハット情報の活用 

 

■国土交通省では、メールマガジン「事業用自動車安全通信」で、重大事故の状況や運行管理での

問題事例を提供して、日々の点呼等における安全教育に活用できるよう配信しています。 

■このメールマガジンにより配信される事故情報等が、他山の石として再発防止に活用され、安全

対策の推進に役立てることができます。 

  ※メールマガジン「事業用自動車安全通信」アドレス 

：http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/anzenplan2009/mailmagazine.html 

 

ドライブレコーダー映像の活用 

 

■ドライブレコーダーで得た情報の中には、事故やヒヤリハットなどの映像情報もあるでしょう。

これらを教訓とするためにも、この情報を危険予知訓練に活かしていくことが必要です。 

■実際の事故事例、ヒヤリハット事例の前後の映像を比較し、事故前にはどのような危険が潜んで

いることが予測できたか、回避できる運転とはどのようなものであるかなどを運転者に実際の映

像をもとに考えさせ、実体験に裏付けられた危険性を十分に理解させることが重要です。 

■【事例】 

全国展開をしているＮ社では、一部支店から、ドライブレコーダーを導入し、実際にあったヒヤ

リハットの画像データをもとに、危険予知トレーニングを実施しています。周辺の交通流や信号・

交差点形状などを画像データから読み取り、そこにどんな危険が潜んでいるかを運転者に考えさ

せ、安全意識を向上させています。データは３ヵ月ごとに分析をし、さまざまな事例から、教育

を行っています。また、ヒヤリハットマップも作成し、どのような危険があるのかを運転者に説

明し、そこを通過するときには、事前に注意して徐行するよう指導しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベントデータレコーダーを活用したヒヤリハットの収集 

 

■イベントデータレコーダーは、エアバックな 

どが作動するような事故において、事故前後 

の車両の運動データや運転者の操作等を記録 

する車載記録装置です。 

■エアバックが作動するような事故発生時に、 

数秒間さかのぼって記録します。加速度、走 

行速度、シートベルトの状態、ブレーキの状 

態、アクセルの開閉状態などのデータが記録 

されます。 

■「ドライブレコーダーの映像を用いた危険予知トレーニング教材」 

 (独)自動車事故対策機構などでは、

ドライブレコーダー映像を用いた危

険予知訓練の教材を提供しています。 

実際の映像に基づく訓練は、事故の

危険性を実感でき、また事故が起こっ

た要因を深く検証できます。 

資料提供：(独)自動車事故対策機構 
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    「映像記録型ドライブレコーダー活用手順書」を活用しましょう 

 

■国土交通省では、「映像記録型ドライブレコーダー活用手順書」を作成しており、ドライブレ

コーダーの活用による事故防止のための指導方法等について整理しています。 

■この手順書では、実際の教育現場での活用方法について、実施方法や留意事項を整理してい

るほか、具体的な事例を挙げて紹介しています。 

 

 これを活用！ 

「映像記録型ドライブレコーダー活用手順書」は、国土交通省の HP

に掲載されています。 

(http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/index.html) 

これを活用！ 

（公社）全日本トラック協会では、「ＷＥＢ版ヒヤリハット集」を公開しています。 

(https://jta.or.jp/member/anzen/about_hiyari.html) 
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４．指差呼称及び安全呼称 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

 指差呼称は、運転者の錯覚、誤判断、誤操作等を防止するための手段です。道路の信号や

標識などを指で差し、その対象が持つ名称や状態を声に出して確認することをいい、安全確

認に重要な運転者の意識レベルを高めるなど自動車事故防止対策に有効な手段の一つです。 

 ただし、指差呼称自体がマンネリ化したり、形式的なものとなってしまうと、効果は薄れ

てしまいます。必ず、見たり、聞いたり、判断していることを自覚しながら指差呼称するよ

う、運転者に習慣づける指導を行うことが重要です。 

ポイント 
 

日常点検や運転行動は、慣れとともに、つい漫然と行ってしまいがちです。「指差

呼称」・「安全呼称」を習慣づけることで、各動作が顕在化し、運転者の集中力が高ま

ります。 

運転者のヒューマンエラーの防止と、教育内容の実践をより確実なものとするた

め、「指差呼称」・「安全呼称」を活用した指導を行いましょう。 

 

指導のねらい 

日常点検や運転行動、固縛作業は、一人ひとりの運転者が行います。各動作を漫

然と行うのではなく、確実に実施させるために、「指差呼称」や「安全呼称」を習慣

化することが有効であるという意識を運転者に根付かせる指導を心掛けましょう。 
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５．緊急時における適切な対応 

     

 

 

 

 (1) 交通事故や車両故障が発生した際の対応 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

① 負傷者の救護 

    交通事故を起こしたら、ただちにトラックの運転を停止し、人や物に対する被害状況

を確認しなければなりません。さらに負傷者がいる場合は、ただちに救護し、必要があ

れば近くの病院に運べるよう、周囲に救急車の手配等を求めなければなりません。事故

を起こしてしまった時の負傷者救護の流れを、指導者は運転者にきちんと説明し、運転

者が実際の事故の際に即座に行動に移せるよう、徹底的な指導を行いましょう。 

② 道路における危険の防止 

    交通事故や車両故障を起こしたら、交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場

所に移動させ、他の自動車に事故の発生を知らせる等、道路における危険防止の措置を

運転者はとらなければなりません。 

   ・ハザードランプを点灯 

   ・発炎筒を着火 

   ・停止表示器材を設置（高速道路等） 

   ※ 発炎筒・停止表示器材は車の後方に無理のない範囲で設置してください 

③ 警察への報告 

    運転者は、警察官が現場にいる場合はその警察官に、また、現場にいない場合は、た

だちに最寄りの警察署・交番・駐在所の警察官に、交通事故が発生した日時・場所、死

傷者の数および負傷者の負傷の程度などを報告しなければならないことを説明しまし

ょう。 

  ④ 事業者への報告 

    事業者は必要に応じて、事故や故障の発生状況等を国土交通省や保険会社等へ報告し

なければなりません。運転者は上記①～③の措置が終わったら、適切な情報を速やかに

事業者に報告する必要があることを徹底して指導しましょう。 

ポイント 
 

交通事故や車両故障が発生した場合は、運転者は即座に「負傷者の救護」、「道路上

の危険の除去」、「警察への報告」、「事業者への報告」等を行わなければならないこと

を、きちんと指導しましょう。 

指導のねらい 

 交通事故や車両故障発生時、自然災害に備えて適切な対応を取ることの必要性を認

識させ、取るべき対応策に関する運転者の理解を深めることが大切です。 
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⑤ 安全な場所への退避 

    負傷者の救護や道路における危険の防止等の措置を行ったら、車内や路上で待機する

ことはせず、速やかにガードレールの外側等の安全な場所へ退避するように指導しまし

ょう。後続車両による追突や道路上の事故当事者への接触事故等、特に高速道路上等に

おける二次的な事故の危険性を十分に運転者に認識させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 自然災害の発生に備えた対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

①  気象等に関する情報を収集・把握することの必要性 

    運行管理者等のみならず運転者自らも、気象庁や道路管理会社が発表する気象情報や

道路交通状況等に注意を払い、これらの情報を共有するとともに、運行管理者等が運転

者に対して行う気象情報、運行経路の道路情報、道路規制状況に応じたきめ細やかな指

示に従うことが自然災害への対応において非常に重要であることを、運転者に認識させ

ましょう。 

    運行管理者等においては、気象や交通情報、また、運行区間に関して国土地理院が発

行するハザードマップに記載された情報を、どのようにして収集するのかを具体的に確

認するとともに、収集した情報を共有するようにしましょう。 

    また、運転者においても、これらの情報を活用してチェーンなどの用具の装備を行う

など、安全運行に必要な行動を早めに取るよう指導しましょう。 

ポイント 
 

運転者においては、大雪等の自然災害のおそれがある場合に、事故防止の観点から

適切に対応することが求められます。そのため、運行管理者等のみならず運転者自身

も気象等に関する情報を収集・把握することや、あらかじめ災害に遭遇した際の対応

方法を把握しておくことが必要であるということを運転者に強く認識・自覚させまし

ょう。 

    交通事故の場合の措置等（道路交通法） 
 

事故発生後は、警察官への報告までの各措置を行わなければならない。 

道路交通法 第７２条第１項 
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、ただち

に車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を
講じなければならない。（略）警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事
故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該
交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければ
ならない。 
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② 安全運行に必要な指示を運行管理者等に適時確認することの必要性 

    大雪、暴風雪、地震、火山の噴火、津波、土砂 

災害及び河川の氾濫等に遭遇した、若しくはこれ 

らの発生が予測される場合、運転者は運行管理者 

等に迅速かつ的確に状況を報告し、運行休止を含 

めた対応等について確認することが、災害時の初 

動対応として必要であることを、指導を通して運 

転者に認識させましょう。長時間の停滞が発生し 

た場合にも、運転者は連絡を待っているのではなく、連絡、情報収集に努め、また、道

路管理者から指示があった場合は従うなど、適切な対応をするよう指導しましょう。 

③  災害に遭遇した際の対処方法の認識 

一般道を走行していて地震に遭遇したら、急

ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだ

け安全な方法により車を道路の左側に停車させ

ます。落下物や倒壊のおそれのある構造物を避

けるよう、注意が必要です。 

また、やむを得ず運行を休止し車から離れる

際には、警察等が車両を移動させる際の障害と

ならないよう、鍵をつけたままにしておくこと

が必要である等、災害の種類に応じた対処方法

を事前に確認しておく必要があります。実際に

運転者が災害に遭遇した際に適切な対処方法が

取れるよう、日頃から災害発生時の対応に関す

る指導を行うことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険 

・道路の左側の安全な

場所への停車 

【車を離れるときは】 

・エンジンを切る 

・鍵はつけたまま 

・窓を閉める 

・ドアロックしない 

これを活用！ 

国土交通省ハザードマップポータルサイト 

～身のまわりの災害リスクを調べる～ 

(https://disaportal.gsi.go.jp/index.html) 
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ここまでのおさらい チェックシートⅧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日常チェックポイント 

 

✓ 危険を予測するときの注意事項としては、何が挙げられますか？ 

→□周囲の状況をよく見て、見えない危険を読む 

  ・漫然と見ていると、見落としや見誤りが出てきます 

  ・見通しの悪い交差点などでは、交差道路の状況がわからない場合があります。その場

合には、見えない危険を予測することが重要です 

 □道路を利用する歩行者や自転車などの特性を良く知る 

  ・道路には、歩行者、自転車、二輪車・原付、他の車両などのそれぞれが存在していま

すが、それぞれの動きの特性は異なります 

・子どもと高齢者では動き方も違います。特性を知ることが重要です 

     □気象状況に潜む危険を知る 

      ・雨や雪の場合には、路面が滑りやすくなるなどの危険があります 

      ・雨、雪、霧などの場合、視界が悪くなり、前車に気付くタイミングが遅れると追突の

危険があります 

     □先の状況に目を配る 

      ・前車やその先の状況に目を配り、危険を予測することが重要です 

      ・前車の前方に横断歩道がある場合などは、歩行者が横断しようとしている状況がつか

めれば、前車が停止するかもしれないと予測でき、ゆとりを持って減速したり、車間

距離をとるなどの行動ができ、事故を防ぐことができます 

 

✓ 特に注意して危険を予測すべき場所・場面としては、何が挙げられますか？ 

→□交差点右折時 

 □交差点左折時 

 □単路走行時 

 □構内から車道への右折 

 □踏み切り走行 

 □雨天時の高速道路走行 

 □カーブの走行 

 

 



 

 

80 

 

  安全教育でのチェックポイント 

 

✓ 子どもの特性として配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□飛び出しに注意する 

 □子どもを発見したら、その反対側にも目を配る 

 

✓ 高齢者の特性として配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□横断してくるかもしれないと考え、スピードを落とす 

 □夜間や明け方の歩行者は高齢者が多いので気をつける 

 

✓ 自転車の特性として配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□自転車の側方を走行するときは、十分な間隔をとる 

 □見通しの悪い場所での飛び出しに注意する 

 □夜間の無灯火自転車に注意する 

 

✓ 二輪車・原付の特性として配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□右左折時の二輪車・原付の有無を確認する 

□二輪車・原付が進路変更するのか、右左折をするのか、直進するのかなど行動を予測し、

十分な間隔をとる 

 

✓ 雨天時に配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□スピードを落とし、車間距離を十分にとって慎重に運転する 

 □無理な進路変更をしない 

 

✓ 降雪時・積雪時に配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□無理な運行は避ける 

 □十分な車間距離を保ち、スピードを落として慎重に運転する 

 □スタッドレスタイヤの過信は禁物であり、必要に応じてチェーンを装着する 

 

✓ 濃霧時に配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□フォグランプを点灯し、自車の存在を知らせる 

 □無理な運行は避け、安全な場所に一時退避する 

 □前車のブレーキに注意し、追突事故を防ぐ 

 

✓ 強風時に配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□ハンドルをしっかりと握り、スピードを落とす 

 □ハンドルをとられた際には、あわてずにアクセルを離して減速し、小刻みにハンドルを

操作して態勢を立て直す 

 

✓ 夕方・夜間時に配慮すべきこととしては、何が挙げられますか？ 

→□ヘッドライトを早めに点灯し、自車の存在を知らせる 

 □夜間の一般道の走行ではスピードを落とし、急な飛び出しにも十分に停止できる速度と

する 

 


